
 

 

 

 

岐阜工業高等専門学校地域連携協力会の会費等について 

 

 

岐阜工業高等専門学校地域連携協力会会則第１２条第２項に規定する会費（以下

「会費」という。）の額等を次のとおり定める。 

 

(1)  会費は年会費とし、企業・団体・法人会員１口10,000円、個人会員１口5,000

円とする。 

 

(2) 特別会員は、本会の事業に賛同する地方公共団体及び公益法人等とし、会費の

納入を免除する。 

 

(3)  会費は入会時及び毎年１２月に納入するものとする。ただし、３月以降に入

会する場合の会費は、入会月を含む年度末（１１月）までの月数に上記(１)で

定める年会費の額の１０分の１を乗じた額とする。 

  

(4)  納入した会費は、返納しない。 

 

 

 付 記 

平成２３年１２月２日から適用する。 

 

 


